
○適用期間

　令和６年１月１日～令和６年３月31日までに融資のお申込みをされた方

令和６年４月１日（発表：令和６年３月下旬）

　令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方の金利は、本お知らせの最後のページに掲載しています。

○融資金利

＜団体信用生命保険に加入する場合＞

年 年 年

年

　*1　融資の契約締結日から５年を経過する日の翌日の属する月の２か月前の月の１日において新規申込受理分に適用される金利
　*2　見直し後の金利適用日から５年を経過する日の翌日の属する月の２か月前の月の１日において新規申込受理分に適用される金利

（融資金利の特例措置について）

（ご注意）

・独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う財形転貸融資とは異なります。

・財形住宅融資の金利は、５年固定金利制です。

・５年経過ごとに金利の見直しがありますので、将来の金利情勢によっては、見直し後の金利が上昇し、返済額が増加することが

  あります。

　

・融資の条件および手続については、「財形住宅融資のご案内」（パンフレット）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧く
　ださい。

未定　　*1

1.33%

６年目からの５年間

1.53% 1.77%

未定　　*2

1.71%

　・健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利用いただけます。
　　その場合の融資金利は以下のとおりです。

平成17年４月２日以降
申込みの受付時点 出生日

　※　次回の融資金利改定スケジュール　

 (ｲ)　申込本人を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人と内縁の関係にある者の子

・平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に、中小企業勤労者（常時雇用する労働者数が300人以下である企業に勤務する方
　をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から年0.20％引き下げた融資金利が適用され
　ます。

・平成27年７月１日から令和６年３月31日までの間に、子ども等を扶養する勤労者（健康保険等において、本人又は配偶者が被保険者
　等であって、子ども等(※)を扶養する方をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から
　年0.20％引き下げた融資金利が適用されます。
　※　子ども等とは、次のア及びイに該当する方をいいます。

令和６年１月１日

財形融資

新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付機構団信

1

財形住宅融資金利のお知らせ

11年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

６年目からの５年間

当初５年間

11年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

未定　　*2

未定　　*1

当初５年間

新機構団信

・長期間の多額の借入金を将来の金利情勢にかかわらず安定的に安心してご返済いただくには、「財形住宅融資」と長期固定金利型住宅
　ローンを組み合わせてご利用いただくことをお勧めします。

イ　申込みの受付時点で、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当すること
 (ｱ)　申込本人又はその配偶者を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人の三親等内の親族
    （申込本人の配偶者の三親等内の親族を含みます。）

ア　出生日が次の表に該当すること

令和５年４月１日～令和６年３月31日



【財形住宅融資】１００万円当たりの返済額（めやす）＜当初５年間＞

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

34 年

35 年

31 年

32 年

33 年

28 年

29 年

30 年

25 年

26 年

27 年

22 年

23 年

24 年

19 年

20 年

21 年

16 年

17 年

18 年

13 年

14 年

15 年

10 年

11 年

12 年

7 年

8 年

9 年

4 年

5 年

6 年

1 年

2 年

3 年

3,796

25,168

4,194

26,650

27,483

4,441

20,935

3,633

21,801

3,558

3,488

4,313

22,275

22,779

3,712

23,316

28,389

4,580

23,891

3,885

24,507

3,981

4,084

25,880

29,377

4,731

30,459

4,895

11,524

69,150

10,367

62,205

31,650

5,076

173,316

37,900

28,885

21,941

17,774

42,364

6,663

78,078

9,441

56,650

8,683

17,914

返済 融資金利（当初５年間）

期間

19,734

84,441

254,170256,650

34,427

106,650

20,266

20,836

24,403

23,574

3,792

3,464

21,446

3,675

3,919

4,965

18,328

19,236

3,121

22,810

3,566

22,102

3,198

3,281

18,768

4,550

27,367

28,554

29,867

4,747

4,057

25,305

26,289

4,207

4,371

5,785

6,131

36,879

5,208

31,327

32,959

5,479

45,218

49,011

39,260

53,564

8,147

42,009

6,527

6,983

59,131

66,091

8,904

10,986

9,829

7,517

年 1.33%

75,042

128,769

14,458

12,474

170,567

28,351

103,693

17,236

86,979

83,934

504,993

42,246

21,403

506,650

42,774

131,650

506,647

130,029

17,427

104,931

52,104

7,060

14,996

89,983

13,012

42,439

171,867

21,594

11,152

66,641 67,138

9,917 9,996

59,680 60,176

8,992 9,072

1.53%年 年 1.71% 年

8,052

48,316

84,134

5,274

6,316

54,775

8,342

50,223

7,713

46,431

7,180

43,225

6,724

40,478

6,329

38,100

5,984

36,020

5,679

2,979

6,009

36,061

3,048

21,355

5,737

3,370

34,796

84,808

508,850

43,141

258,850

29,252

32,965

39,983

5,493

7,518

45,111

175,516

22,308

133,850

18,141

108,850

15,363

92,183

13,379

80,278

11,891

71,350

10,734

64,405

9,808

58,850

9,050

54,304

8,419

50,516

7,885

47,311

7,427

44,564

7,030

42,183

6,683

40,100

6,376

38,261

6,104

36,627

5,860

35,165

5,641

33,850

5,443

32,659

5,262

31,577

5,098

30,589

4,947

29,683

4,808

28,850

4,680

28,080

4,561

24,979

4,079

24,475

4,000

27,368

4,451

26,707

4,348

26,091

4,252

24,001

3,925

23,555

3,855

23,135

84,608 84,758

507,650

25,516

4,163

508,550

42,941 43,091

257,650 258,550

29,052 29,202

174,316 175,216

22,108 22,258

132,650 133,550

17,941 18,091

107,650 108,550

15,163 15,313

90,983 91,883

13,179 13,329

79,078 79,978

11,691 11,841

70,150 71,050

10,534 10,684

63,205 64,105

9,608 9,758

57,650 58,550

8,850 9,000

53,104 54,004

8,219 8,369

49,316 50,216

7,685 7,835

46,111 47,011

7,227 7,377

43,364 44,264

6,830 6,980

40,983 41,883

6,483 6,633

38,900 39,800

6,176 6,326

37,061 37,961

5,904 6,054

35,427 36,327

5,660 5,810

33,965 34,865

5,441 5,591

32,650 33,550

5,243 5,393

31,459 32,359

5,062 5,212

30,377 31,277

27,780

4,361 4,511

26,168 27,068

4,898 5,048

29,389 30,289

4,747 4,897

28,483 29,383

4,608 4,758

23,255

3,879 4,029

23,275 24,175

3,800 3,950

新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付
機構団信

4,251 4,401

25,507 26,407

24,679

4,148 4,298

24,891 25,791

4,052 4,202

27,650 28,550

4,480 4,630

22,801 23,701

24,316 25,216

3,963 4,113

23,779

加入しない

年 1.33%

新３大疾病付
機構団信

1.77%

255,555

28,542

14,649

88,204

12,666

76,260

11,179

67,305

10,023

60,342

9,098

26,880

3,655 3,805

21,935 22,835

3,725 3,875

22,355

新機構団信 新機構団信
（デュエット）

255,366

28,437 28,516

17,401

104,255 104,762

14,544 14,623

87,534 88,036

12,561 12,639

75,594 76,093

11,073

34,187

5,409

32,559

5,167

31,103

4,950

29,794

4,754

28,612

4,575

27,537

4,413

26,558

4,264

25,661

4,127

24,837

4,001

24,077

3,884

23,374

3,776

22,723

3,675

20,069

3,263

19,635

3,195

22,117

3,582

21,553

3,494

21,026

3,412

19,225

84,025 84,107

505,744 506,421

42,333 42,412

254,799

20,532

3,335

171,157 171,689

21,490 21,568

129,341 129,857

17,322

54,113 54,609

8,235 8,315

49,560 50,056

7,605 7,686

45,767 46,265

7,072 7,153

42,559 43,058

6,616 6,697

39,811 40,311

6,220 6,302

37,431 37,932

5,875 5,956

35,349 35,852

5,570 5,652

33,514 34,018

5,299 5,381

31,883 32,389

5,057 5,140

30,425 30,933

4,839 4,922

29,114 29,623

4,642 4,726

27,929 28,440

4,463 4,547

26,852 27,365

4,300 4,384

25,870 26,385

4,150 4,235

24,970 25,487

4,013 4,098

24,143 24,662

3,886 3,972

23,381 23,902

3,769 3,855

22,675 23,198

3,660 3,747

22,021 22,546

3,559 3,646

21,413 21,940

3,465 3,552

3,076 3,165

18,503 19,043

団体信用生命保険の加入区分

<元利均等返済>

19,353 19,889

3,145 3,233

20,845 21,375

3,377 3,465

20,315 20,847

18,915 19,453

3,295 3,383

19,819 20,353

3,217 3,306

<元金均等返済の場合（第１回目）>

1.53%年 年 1.71% 年 1.77%

団体信用生命保険の加入区分

新機構団信 加入しない

2



■　実際の返済額試算用

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

毎月払い

ボーナス払い

※ ６年目以降の金利は未定です。

※ ６年目以降、0.2％の融資金利引き下げ特例措置は終了します。

23,316 24,216 24,516 22,316

21,779

22,275 23,175 23,475 21,275

32,550 32,850 30,650

30,459 31,359 31,659 29,459

36,061 36,961 37,261 35,061

34,165 31,965

5,326

9,641 9,274

57,850 55,650

43,264 43,564 41,364

7,518

38,800 39,100 36,900

6,516 6,149

39,983

7,668 7,718 7,351

45,111 46,011 46,311

41,183 38,983

53,304 51,104

8,883 8,516

47,31649,216 49,516

7,429

44,672

6,895

6,607 6,634

45,712

49,504

6,238 6,042

5,695

42,670 41,464

39,922 38,714

36,331

86,425

53,019

45,877

7,623

48,466

8,059

103,133

10,899

9,742

9,010 8,816

12,387

14,562 14,371

74,492

65,543

58,585

12,578

75,705

11,091

59,790

9,934

87,646

21,317

17,149

融資金利（当初５年間）
年

42,351

17,340

年 1.51% 1.57%年

505,895

42,774 42,924 42,974 42,607 42,32542,246

254,170

504,241

129,455 128,199

171,275 169,977

28,455

新機構団信

期間

1 年

返済

2 年

年

506,650

新機構団信
（デュエット）

加入しない
新３大疾病付
機構団信

83,844

253,541256,650 257,550 257,850 255,650

83,934

504,993

年 1.13%

42,158

28,264

新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付
機構団信

加入しない

<元金均等返済の場合（第１回目）> <元利均等返済>

団体信用生命保険の加入区分 団体信用生命保険の加入区分

新機構団信

84,441

1.33%

18,444 18,622 17,336

3,965

3,827

3,371

20,268

3,276

19,697

3,456

3,187

3,066 3,096

3,367

20,787

2,883

3,164 2,9533,135

3,473

3,314

21,963

21,538

20,880

3,582

21,354

22,618

3,651

19,734 20,433 19,163

31,995

3,7883,760

3,370

3,579

3,396

3,484

20,266 20,962

24,913

4,141

3,877 3,905

3,550

22,791

23,323

25,984

4,454 4,482

20,836

26,483

25,650

28,377

27,389

23,507

22,891

24,880

24,168

4,027

3,680

24,086

3,675

21,529

35,461

年
4,550

22,137

年
5,785

23,496

3,919

4,875

24,747

4,318

4,194 4,344

22,247

25,084 23,844

4,169

4,116

年
3,792

年

年

年

5,479

【財形住宅融資（中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置又は子ども等を扶養する勤労
者貸付金利引下げ特例措置）】１００万円当たりの返済額（めやす）＜当初５年間＞

年
4,371

年

年
5,208 5,118

借入申込書に記入する返済額を算出するときは、２ページの表を使用してください。

5,693

27,872

26,795

30,538 29,315

29,227

4,830 4,857 4,657

29,058

4,660

4,279

26,965

5,047 5,075

32,409

5,390

4,004 4,032

3,700

22,810

28,001

28,042 26,813

4,459

28,554

4,965

31,827

30,369

27,367

24,403

30,776

4,747

5,561

32,959 33,458

5,588

5,317

4,2904,207

35,294

23,574

26,289

4,057

24,258 23,013

54,223

33,625

34,796 34,248

7,064 7,090

39,260 39,756

42,504

6,527

6,983

42,009

6,438

37,375

5,866 5,893

37,542

25,733

8,9838,904

54,058

8,227

49,670

8,147

53,564

49,011

8,253

66,586 66,751

年 1.51% 1.57% 1.33% 年

84,591 84,641 84,274

1.13%年

84,016 84,043

507,550 507,850 505,650 505,669

254,736 254,925

90,883 91,183

21,507

104,368

3
28,885 29,035 29,085 28,718 28,429

年
28,351

170,567173,316 174,216 174,516 172,316 171,098

4
21,941 22,091 22,141 21,774 21,481

年
21,403

128,769131,650 132,550 132,850 130,650 129,284

5
17,774 17,924 17,974 17,607 17,31417,236

年
106,650 107,550 107,850 105,650 103,693 104,199

6
14,996 15,146 15,196 14,829 14,536

7
13,012 13,162 12,552

14,458

年
12,474

年

13,212 12,845

86,979

78,078 78,978 79,278 77,078

88,983 87,47989,983

8
11,524 11,674 11,724 11,357 11,065

75,042

9,908

59,62559,131

75,539

63,405 61,205

10,986

9,829
年

年

10,567 10,200

66,09169,150 70,050 70,350 68,150

9
10,367 10,517

62,205 63,105

57,550

52,104

10
9,441 9,591

年

年
56,650

11
8,683 8,833

53,004

12
8,052 8,202 8,252 7,885 7,596

年
7,517

45,21848,316

14
7,060 7,210 7,260 6,893

13

年

年
44,111

42,364

6,131

36,879
15

6,663 6,813 6,863 6,496 6,211
年

40,883

17
6,009 6,159 6,209 5,842

16
6,316

37,900

年

6,466

18
5,737 5,887 5,937 5,570 5,290

35,327

20
5,274 5,424 5,474 5,107

19
5,493 5,643

32,965 33,865

31,327

29,867

35,627 33,427

年

34,427

31,650

21
5,076 5,226 5,276 4,909 4,633

23
4,731 4,881 4,931 4,564

22
4,895 5,045

29,377 30,277

25,305 25,813

5,095

30,577

28,389 29,289 29,589

4,728

24
4,580 4,730 4,780 4,413

26
4,313 4,463 4,513 4,146

25
4,441 4,591 4,641 4,274

27,483 28,383 28,683

26,650 27,550 27,850

25,880 26,780 27,080

4,084

22,102

21,446

23,891 24,791
年

3,464

年
3,566

年

4,284 3,917

24,507 25,407

30
3,885 4,035 4,085 3,718

年
22,779 23,679

27

年

25,707

4,234

25,091

25,168 26,068 26,368

4,394

23,979

29
3,981 4,131 4,181 3,814

28

32
3,712 3,862 3,912 3,545

20,257
31

3,796 3,946 3,996 3,629 3,281

3,285
年

3,198 3,104

19,236 19,760 18,66319,937

21,801

3,783 3,833 3,466 3,208

19,294

3,121

22,701 23,001 20,801 18,768 19,472

3,026

17,75218,856

33
3,633

18,328

3,048

18,193

3,237

19,034

年

3,391

20,355

2,979

年

35 年
3,488 3,638 3,688

21,355 22,255 22,555

20,935 21,835 22,135

34
3,558 3,708 3,758

17,91419,935

3,321

3
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令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方の金利は、以下のとおりです。

○適用期間

　令和５年10月１日～令和５年12月31日までに融資のお申込みをされた方

令和６年１月１日（発表：令和５年12月下旬）

　令和５年７月１日～令和５年９月30日までに融資のお申込みをされた方の金利は、本お知らせの最後のページに掲載しています。

○融資金利

＜団体信用生命保険に加入する場合＞

年 年 年

年

　*1　融資の契約締結日から５年を経過する日の翌日の属する月の２か月前の月の１日において新規申込受理分に適用される金利
　*2　見直し後の金利適用日から５年を経過する日の翌日の属する月の２か月前の月の１日において新規申込受理分に適用される金利

（融資金利の特例措置について）

（ご注意）

・独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う財形転貸融資とは異なります。

・財形住宅融資の金利は、５年固定金利制です。
・５年経過ごとに金利の見直しがありますので、将来の金利情勢によっては、見直し後の金利が上昇し、返済額が増加することが

  あります。

　

・融資の条件および手続については、「財形住宅融資のご案内」（パンフレット）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧く
　ださい。

未定　　*1

1.30%

６年目からの５年間

1.50% 1.74%

未定　　*2

1.68%

　・健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利用いただけます。
　　その場合の融資金利は以下のとおりです。

平成17年４月２日以降
申込みの受付時点 出生日

　※　次回の融資金利改定スケジュール　

 (ｲ)　申込本人を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人と内縁の関係にある者の子

・平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に、中小企業勤労者（常時雇用する労働者数が300人以下である企業に勤務する方
　をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から年0.20％引き下げた融資金利が適用され
　ます。

・平成27年７月１日から令和６年３月31日までの間に、子ども等を扶養する勤労者（健康保険等において、本人又は配偶者が被保険者
　等であって、子ども等(※)を扶養する方をいいます。）が財形住宅融資の申込みをされる場合は、当初５年間は上表の融資金利から
　年0.20％引き下げた融資金利が適用されます。
　※　子ども等とは、次のア及びイに該当する方をいいます。

令和５年10月１日

財形融資

新機構団信
（デュエット）

新３大疾病付機構団信

1

財形住宅融資金利のお知らせ

11年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

６年目からの５年間

当初５年間

11年目以降
（５年経過ごとに見直します。）

未定　　*2

未定　　*1

当初５年間

新機構団信

・長期間の多額の借入金を将来の金利情勢にかかわらず安定的に安心してご返済いただくには、「財形住宅融資」と長期固定金利型住宅
　ローンを組み合わせてご利用いただくことをお勧めします。

イ　申込みの受付時点で、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当すること
 (ｱ)　申込本人又はその配偶者を被保険者とする健康保険等において被扶養者となっている申込本人の三親等内の親族
    （申込本人の配偶者の三親等内の親族を含みます。）

ア　出生日が次の表に該当すること

令和５年４月１日～令和６年３月31日


